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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】障害状態に基づいてインターフェース上のデー
タを構成する状態監視システムおよびその方法を提供す
る。
【解決手段】資産（タービン、モータ、ポンプなど）に
おける問題の診断を容易にする視覚補助とのインターフ
ェースを提供する。視覚補助は、ベアリングの故障／シ
ャフトのミスアライメントなど、障害状態に対応する故
障データを表示する。故障データは、インターフェース
で使用するために、資産上のセンサによって収集され、
状態監視システムによって処理される。一例では、イン
ターフェースは、１つまたは複数のアイコンを含むこと
ができ、これらのアイコンは、資産についての障害状態
を表し、インターフェース上に視覚補助を表示するよう
エンドユーザが選択してもよい。様々なアイコンから選
択することで、視覚補助、故障データ、およびインター
フェースのその他の側面を変更して、資産の診断を可能
にし、有効な保守を促進する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
プロセッサと、
　前記プロセッサに結合されたメモリと、
　前記メモリ上に記憶され、前記プロセッサが実行するよう構成された、１つまたは複数
の実行可能な命令であって、
　　資産についての障害状態を識別する入力を受信し、
　　前記入力に応答して故障データを選択し、かつ
　　インターフェース上の視覚補助に前記故障データを表示するための命令を含む実行可
能な命令と
を含む状態監視システム。
【請求項２】
前記資産から前記故障データを収集することができる複数のセンサをさらに備える、請求
項１記載の状態監視システム。
【請求項３】
前記入力に応答して測定位置を選択するための実行可能な命令をさらに含み、前記センサ
のうちの少なくとも１つのセンサについて前記測定位置が前記資産の位置を規定する、請
求項２記載の状態監視システム。
【請求項４】
前記インターフェース上に前記故障データを表示するための前記視覚補助を決定するため
の実行可能な命令をさらに含む、請求項１記載の状態監視システム。
【請求項５】
１つまたは複数のアイコンを前記インターフェース上に表示するための実行可能な命令を
さらに含み、前記アイコンのそれぞれが、前記資産の前記障害状態を識別し、前記アイコ
ンのうちの１つを起動することで前記入力が生じる、請求項１記載の状態監視システム。
【請求項６】
資産の動作を監視する装置であって、
　プロセッサと、
　メモリと、
　前記メモリ上に記憶され、前記プロセッサが実行するように構成された、１つまたは複
数の実行可能な命令であって、
　　前記資産についての１つまたは複数の障害状態を表すアイコンを含む障害状態選択構
成要素、および
　　前記障害状態選択構成要素から前記アイコンのうちの１つのアイコンを選択すること
に対応する故障データを表示する１つまたは複数の視覚補助を含む視覚補助表示構成要素
を含むユーザインターフェースのための命令を含む実行可能な命令と
を含む、装置。
【請求項７】
前記インターフェースがさらに、その資産についての情報およびデータを構成する１つま
たは複数のメニュー項目を有する、資産ナビゲーションツールを含む、請求項６記載の装
置。
【請求項８】
前記プロセッサに結合された複数のセンサをさらに備え、前記センサが前記故障データを
生成することができる、請求項６記載の装置。
【請求項９】
前記視覚補助での前記故障データが、前記資産の動作をリアルタイムで表す、請求項６記
載の装置。
【請求項１０】
前記視覚補助での前記故障データが、メモリから取り出される、請求項６記載の装置。
【請求項１１】
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状態監視システム上でインターフェースを表示するための方法であって、
　プロセッサおよびメモリを備える装置において、
　　資産についての障害状態を識別する入力を受信するステップと、
　　前記入力に応答して故障データを選択するステップと、
　　前記インターフェース上の視覚補助に前記故障データを表示するステップと
を含む方法。
【請求項１２】
前記インターフェース上に前記故障データを表示するための前記視覚補助を決定するステ
ップをさらに含む、請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
前記視覚補助に警報レベルを表示するステップをさらに含み、前記警報レベルが、前記資
産での障害状態を示す少なくとも１つの閾値を提示する、請求項１１記載の方法。
【請求項１４】
前記視覚補助に故障の痕跡を表示するステップをさらに含み、前記故障の痕跡が、前記資
産の動作をリアルタイムで視覚的に示す、請求項１１記載の方法。
【請求項１５】
前記入力に応答して測定位置を選択するステップをさらに含み、前記測定位置が、前記資
産上の少なくとも１つのセンサについての位置を規定する、請求項１１記載の方法。
【請求項１６】
前記入力に応答して測定タイプを選択するステップをさらに含み、前記測定タイプが、前
記視覚補助の少なくとも１つの機能を規定する、請求項１１記載の方法。
【請求項１７】
１つまたは複数のアイコンを前記インターフェース上に表示するステップをさらに含み、
前記アイコンのそれぞれが、前記資産の前記障害状態を識別し、前記アイコンのうちの１
つを起動することで前記入力が生じる、請求項１１記載の方法。
【請求項１８】
前記資産に結合された装置に基づいて利用可能である前記障害状態を決定するステップを
さらに含む、請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
前記インターフェースが、前記装置上にグラフィカルユーザインターフェースを含み、前
記グラフィカルユーザインターフェースが、前記入力を生成する１つまたは複数の対話型
機能を含む、請求項１１記載の方法。
【請求項２０】
前記故障データをメモリから取り出すステップをさらに含む、請求項１１記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に開示される主題は、状態監視システムに関し、より詳細には、障害状態に基
づいてインターフェース上のデータを構成する状態監視システムおよびその方法の実施形
態に関する。
【背景技術】
【０００２】
　予防保守することで機械の故障は発生しにくくなるが、やはりいくつかの問題がある。
第１に、機械およびその構成部品が、必ずしも規則的な間隔で故障するわけではないので
、保守処置の適切な間隔を決定するのが非常に難しい。第２に、保守期間中に可能な限り
数多くの構成部品を検査するには手間がかかるので、生産するための時間が失われる。第
３に、使用可能な状態にある部品を、必要もないのにしばしば置き換える。
【０００３】
　機械の監視および診断は、機械の構成部品またはシステムにおける故障の原因を識別す
るとともに、症状から故障発生を予測することのできる意思決定支援ツールとして理解す
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ることができる。機械の故障について正確な指示および確認を行うことなく、保守および
生産のスケジューリングを効果的に計画することはできず、必要な修理業務を遅れずに実
行することができない。したがって、機械の監視および診断は、効果的な予測保守プログ
ラムにとって不可欠なものである。
【０００４】
　機械の監視および診断を使用する最終的な目標は、機器の可用性を上げ、さらには、保
守コストおよび予期せず機械が故障した際のコストを下げることである。可用性を最大化
するには、機械の動作可能時間を最大化することによって信頼性を上げ、同時に、平均修
復時間を最小限に抑えることによって保守性を上げなければならない。監視および診断を
絶えず行うことにより、予期せず機械が故障する頻度が著しく低減し、機械の問題を直ち
に突き止めることができる。
【０００５】
　機械の作動中に発生する音をひたすら聞き、または機械加工された部品の質を視覚的に
調べて、機械の状態を突き止めることによって、機械の監視および診断を実行することが
できる。しかし、このような状況では、機械の故障を識別することが、オペレータまたは
技術者の経験に全面的に頼ることになる。さらに、数多くの機械の故障は、特に作動中の
、視覚的または聴覚的な観察（たとえば、ベアリングおよびギヤボックスでの摩耗および
亀裂）のみに頼っていては正確に評価されない。したがって、保守技能者および保守技術
者が機械の故障を検出し診断する手助けとするために、振動解析、油分析、アコースティ
ックエミッション、赤外線、超音波など、より精巧な信号処理技法が開発されてきた。
【０００６】
　上記の議論は、単に一般的な背景情報を提供するためのものであり、特許請求される主
題の範囲を決定する手助けとして使用されるものではない。
【発明の概要】
【０００７】
　状態監視システムが開示されており、この状態監視システムは、少なくとも部分的に資
産の障害状態に基づいて、インターフェース上にデータを配置し表示する機能および構成
要素を有している。状態監視システムのいくつかの開示された実施形態の実施に際して実
現できる利点は、一例として、障害状態に関連する広範な視覚補助を設けることにより、
資産が作動している間の障害状態の診断を改善することである。
【０００８】
　一実施形態では、プロセッサ、このプロセッサに結合されたメモリ、および、このメモ
リに記憶され、プロセッサが実行するように構成された１つまたは複数の実行可能な命令
を備える状態監視システムについて説明する。実行可能な命令には、資産についての障害
状態を識別する入力を受信し、この入力に応答して故障データを選択するための命令が含
まれる。実行可能な命令にはまた、インターフェース上の視覚補助にこの故障データを表
示するための命令が含まれる。
【０００９】
　別の実施形態では、資産の作動を監視するための装置を説明する。この装置は、プロセ
ッサ、メモリ、および、このメモリ上に記憶され、プロセッサが実行するように構成され
た１つまたは複数の実行可能な命令を備える。実行可能な命令には、資産の視覚表現を含
む資産表示構成要素を備えるユーザインターフェースのための命令が含まれる。ユーザイ
ンターフェースはまた、資産についての１つまたは複数の障害状態を表すアイコンを含む
、障害状態選択構成要素を含む。ユーザインターフェースはさらに、障害状態選択構成要
素からのアイコンのうち、１つのアイコンを選択することに対応する故障データを表示す
る、１つまたは複数の視覚補助を含む視覚補助表示構成要素を含む。
【００１０】
　さらに別の実施形態では、状態監視システム上にインターフェースを表示するための方
法が開示されている。この方法は、プロセッサおよびメモリを有する装置で実行されると
き、資産についての障害状態を識別する入力を受信するステップと、この入力に応答して
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故障データを選択するステップと、インターフェース上の視覚補助においてこの故障デー
タを表示するステップとを含む。
【００１１】
　本発明の概要は、１つまたは複数の例示的な実施形態により、本明細書で開示される主
題の簡単な概要を提供するだけのものであり、特許請求の範囲を解釈するための指針、ま
たは本発明の範囲を定義もしくは限定するための指針として働くものではなく、本発明の
範囲は添付の特許請求の範囲によってのみ画定される。本発明の概要は、発明を実施する
ための形態において以下でさらに説明する簡略化された形態での例示的な選ばれた概念を
紹介するために提示される。本発明の概要は、特許請求される主題の重要な特徴または本
質的な特徴を識別するものではなく、特許請求される主題の範囲を確定する際の手助けと
して使用されるものでもない。特許請求される主題は、背景技術で述べた、いくつかのま
たは全ての不利な点を解決する実装形態に限定されるものではない。
【００１２】
　本発明の特徴が理解できるように、ある種の実施形態を参照することにより、発明を実
施するための形態を説明することができ、これら実施形態のうちのいくつかが添付図面に
示してある。しかし、各図面は、本発明のある種の実施形態を例示するに過ぎず、したが
って、その範囲を限定するものと考えるべきではないことに留意されたいが、それという
のも、本発明の範囲は他の等しく有効な実施形態を含むからである。各図面は必ずしも縮
尺通りではなく、概ね本発明のある種の実施形態の特徴を説明することに重点がおかれて
いる。各図面において、同じ番号は、様々な図を通して同じ部品を示すのに使用される。
したがって、本発明をさらに理解するために、各図面とともに読み進めて、以下の詳細な
説明を参照することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】状態監視システムの例示的な一実施形態の概略図である。
【図２】図１の状態監視システムとともに使用するためのインターフェースを生成する方
法の流れ図である。
【図３】図２の方法から得られるインターフェースの一例の概略図である。
【図４】図２の方法から得られるインターフェースの別の例の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に各図面、特に図１を参照して、資産１０２（同様に「試験中の資産」）の故障検出
を改善し、その適切な保守と修復を確実に行う機能を有する状態監視システム１００の例
示的な実施形態を説明する。状態監視システム１００は、位置、振動、圧力、温度など、
資産１０２からの感覚信号を収集するための測定装置１０４を有する。測定装置１０４は
、資産１０２からデータを有効に収集するために、互換性のある実行可能な命令（たとえ
ば、ソフトウェアおよびファームウェア）を実行するデータ取得ハードウェアとともに、
いくつかのセンサ１０６備えることができる。この例では、センサ１０６が、第１のセン
サ１０８、第２のセンサ１１０、第３のセンサ１１２、および第４のセンサ１１４を備え
る。例示的なセンサには、数多くある中で、近接プローブ、加速度計、アコースティック
エミッションセンサ、圧力変換器、熱電対が含まれ得る。
【００１５】
　測定装置１０４は、リポジトリ１１８（たとえば、メモリ、データベース、サーバなど
）を有するデータ処理ユニット１１６、およびコンピューティング装置１２０（たとえば
、コンピュータ、ラップトップなど）と通信することができる。データ処理ユニット１１
６は、エンドユーザが、たとえばコンピューティング装置１２０を介して対話することの
できる１つまたは複数のユーザ画面を有するグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵ
Ｉ）など、インターフェース１２２を生成することができる。故障監視システム１００は
、ネットワークシステム１２４と接続してもよく、このネットワークシステムは、ネット
ワーク１２８を介して結合された１つまたは複数の外部装置１２６（たとえば、外部サー
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バ）を有する。
【００１６】
　インターフェース１２２は、センサ１０６が装置１０４から収集するデータを表示する
。インターフェース１２２は、エンドユーザにデータを提示する様々な視覚補助（たとえ
ば、グラフ、プロット、チャート、および表）を提供する。これらの視覚補助は、資産１
０２の動作の有効なスナップショットおよび／または動作履歴を提供する。説明するため
に、一実装形態では、センサ１０６のうちの１つまたは複数のセンサが、資産１０２での
振動を測定する。センサ１０６には、資産１０２のベアリングもしくは他の構成部品上の
位置、またはその近くの位置に、加速度計（たとえば、第１のセンサ１０８、第２のセン
サ１１０、第３のセンサ１１２、および第４のセンサ１１４）を備えることができる。加
速度計は、資産１０２の動作中の振動に応答して信号を生成する。状態監視システム１０
０はこれらの信号を処理し、この処理は、インターフェース１２２および／または測定装
置１０４上の信号のプロットを生成するステップを含む。プロットのデータは、状態監視
システム１００がリアルタイムに（たとえば、資産１０２の実際の動作中に）収集するデ
ータ、もしくはメモリに記憶されるデータ、またはリアルタイムのデータと記憶されたデ
ータを組み合わせたデータを表すことができる。例示的なプロットは、特定の位置および
／または要素で発生する振動を、たとえば資産１０２の動作速度の関数として視覚的に表
す。
【００１７】
　資産１０２での問題の診断および監視を改善するために、インターフェース１２２は、
テーマ全体の一部として、または、一例では資産１０２で発生する障害状態にプロットを
関連付けるように、プロットまたは他の視覚補助を構成する。障害状態は、構成部品（た
とえばベアリング）の故障など、資産１０２での問題を識別する。インターフェース１２
２のテーマは、資産での特定の障害状態（たとえば、緩んでいる、もしくは位置合せが狂
っているシャフト）の診断に焦点を合わせてもよく、または、このテーマは、資産１０２
の動作により広く焦点を合わせてもよい（たとえば、振動を定量化するための分析）。視
覚補助のテーマ構成は、資産１０２の動作における異常をエンドユーザが突き止めるのに
利用できるデータを広範囲に収集することにより、障害状態の診断の手助けになる。しば
しばこれらの異常は、資産１０２が障害状態を現在示しているかどうか、かつ／または、
この障害状態をそのうち利用することになるかどうかを示す。一例では、障害状態が、シ
ャフトおよび／またはシャフトカップリングでのミスアライメントを規定してもよい。こ
のようなミスアライメントは、振動として現れることがある。状態監視システム１００の
実装では、センサ１０６のうちの１つまたは複数のセンサを配置して、疑わしいシャフト
のミスアライメントに概ね関連するベアリングおよび他の要素からのデータを収集する。
インターフェース１２２は、これらのセンサからのデータを表示してもよく、このデータ
の集合フォーマットにより、エンドユーザは、ミスアライメントをより迅速かつ正確に診
断し、問題を効果的に是正することができるようになる。
【００１８】
　図１に引き続いて参照すると、図２には、インターフェース、たとえば図１のインター
フェース１２２を生成するための方法２００の一例が示してある。方法２００は、ブロッ
ク２０２で、障害状態を識別する入力を受信するステップを含み、ブロック２０４で、こ
の入力に応答して故障データを選択するステップを含み、ブロック２０６で、この故障デ
ータをインターフェース上に表示するステップを含む。実行可能な命令は、方法２００の
様々なブロックを符号化することができる。コンピューティング装置１２０（図１）など
の装置は、ソフトウェアおよび／またはファームウェアとしてのこれらの命令を実行して
、インターフェース１２２を生成することができる。
【００１９】
　入力（たとえば、ブロック２０２）は、いくつかのソースから得ることができる。たと
えば、入力は、インターフェース１２２上、および／もしくは、その一部として目にする
選択可能なアイコン、ならびに、メニュー項目のうちの１つまたは複数の項目から得るこ
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２は、資産１０２で見つかることになる障害状態について、アイコンを提示するだけでよ
い。
【００２０】
　（たとえば、ブロック２０４での）故障データは、表、参照表、データベース、または
他のデータフォーマットに従って選択してもよい。この表は、資産１０２および／または
入力が識別する障害状態を、この障害状態を示すデータを提供することになる各センサ１
０６に関連付けることができる。一例では、表はまた、入力に応答してインターフェース
１２２が表示することになる視覚補助のリストを提供してもよい。
【００２１】
　例示的な表の一例が表１に示してあり、以下で説明する。
【００２２】
【表１】

　資産タイプは、検査システムがデータを収集する先の機械または機器のタイプを規定す
る。例示的な機械には、タービン、ポンプ、モータ、およびそれらの組合せが含まれる。
しかし、本開示の概念は、状態監視システム、資産監視システム、およびこのような機械
の問題を診断するように動作するシステムに関連する、どんなタイプの機械、ならびに様
々な方法論および技法にも適用可能である。
【００２３】
　表１では、様々な障害状態（たとえば、障害１、障害２、障害３、障害４、障害５など
）が各資産（たとえば、資産１、資産２など）のそれぞれに割り当てられている。障害状
態のリストは手動で生成することができ、このリストが各資産に割り当てる障害状態は、
以前の分析および／または同時に行う分析、ならびに、どのタイプの資産がどのタイプの
障害状態になる傾向があるのかを示す試験から決定される。他の例では、リストは、たと
えば、ある一定期間にわたってデータ（たとえば、信頼性データ）を検査し、ある資産に
発生しやすい障害状態にそのデータを相互に関連付ける、１つまたは複数のアルゴリズム
に基づいて自動的に生成してもよい。
【００２４】
　以下の表２は、検査システム１００が監視できる障害状態を示す、障害状態の例示的な
リストを提供する。
【００２５】
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【表２】

　障害状態のタイプは、資産１０２の特性、ならびに資産１０２自体を構成する要素とと
もに変化してもよいことに留意されたい。表２および本開示は、資産１０２に特有の障害
状態について議論してもよいが、障害状態の他の例示的なリストは、本明細書において同
様に使用法を見つけてもよい。例示的な障害状態には、時が経つにつれて資産の各要素に
おいて摩耗および破損が生じる結果である、様々な状態が含まれ得る。障害状態は、摩耗
に関連した問題を引き起こすものと知られていて、かつ／またはそうした問題を引き起こ
すことになる、ある種の要素（たとえば、ベアリング）をターゲットにしてもよく、これ
らの問題は、１つまたは複数のセンサ（たとえば、センサ１０６）を使用すると測定可能
な変数として現れることがある。したがって、方法２００の実施形態は、センサの正しい
測定場所および／または測定位置、ならびに正しい測定タイプ（たとえば、スカラ測定、
ベクトル測定、動的測定）を選択するための、１つまたは複数のステップを実施すること
ができる。
【００２６】
　故障データの表示（たとえば、ブロック２０６）では、表１において資産に付随する視
覚補助の選択を使用することができる。視覚補助のタイプは、インターフェース１２２が
表示する対応するプロットの構成を識別することができる。例示的なプロットには、線グ
ラフ、バーグラフ、散布図などが含まれる。視覚補助のタイプはまた、プロットの特徴を
識別することができ、このような特徴は、傾向プロット、スペクトルプロット、および／
または波形プロットとして、このプロットを規定してもよい。
【００２７】
　検査システム１００の実施形態で使用するためのプロットタイプを示す、プロットタイ
プの例示的なリストは、内部駆動軸および内部被動軸での総合的な速度、内部駆動軸対内
部被動軸の位相差、ならびに内部駆動軸対内部被動軸の速度スペクトルの傾向を含む。関
連する状態監視分析および故障分析の当業者には、上記その他の様々なプロットが理解さ
れよう。
【００２８】
　一実施形態では、方法２００はまた、警報レベルまたは他のインジケータを視覚補助に
表示するためのステップを含むことができる。警報レベルは、たとえば加速度計が測定す
る最大許容振動についての閾値を示すことができる。一例では、この機能により、エンド
ユーザは、プロット内のデータを警報レベルと比較することができるようになる。閾値は
、以前の試験データに従って設定してもよい。警報レベルの選択は、入力に応答して（た
とえば、ブロック２０２において）発生してもよく、警報レベルについてのデータを、デ
ータベースまたは他のリポジトリに記憶し、必要に応じて取り出すことができる。一例で
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は、表２の参照表はまた、プロットおよび／またはインターフェース１２２全体に表示す
ることのできる、閾値または他の値を含むことができる。インターフェース１２２上にリ
アルタイムにデータを表示するために、方法２００はまた、故障の痕跡を表示するための
ステップを含んでもよく、この故障の痕跡は、データの好ましいセットの視覚的な表示ま
たはプロファイルを示すことができる。故障の痕跡は、リアルタイムデータのプロットに
オーバレイすることができ、それにより、この好ましいセットからデータの偏差を観察す
るための視覚的な案内をエンドユーザに提供する。
【００２９】
　方法２００はまた、インターフェース１２２上のアイコンとして利用可能な障害状態を
選択するための、１つまたは複数のステップを含むことができる。上記表１に示すように
、障害状態は資産に対応してもよい。一例では、障害状態は、資産タイプ（たとえば、モ
ータ、ポンプなど）および／または資産を定義する他の特性に対応してもよい。他の例で
は、障害状態は、検査システム１００を定義する機能に対応してもよい。これらの機能に
は、センサの１つおよび／または複数のタイプ、センサの位置と配置、ならびに検査シス
テム１００が資産１０２からデータを収集し、記憶し、処理し、分析するのに使用しても
よい装置のタイプが含まれ得る。
【００３０】
　図３および４には、視覚補助の形でデータを表示するインターフェースの一例が示して
ある。図３に大まかに示すように、インターフェース３００には、資産表示構成要素３０
２、障害状態選択構成要素３０４、資産管理構成要素３０６、および視覚補助表示構成要
素３０８が含まれ得る。これらの構成要素をまとめてユーザ画面３１０を形成し、この画
面により、データを見て分析するための対話型機能がエンドユーザにもたらされる。これ
らの機能は、任意の数の障害状態に対応することができ、より具体的には、故障の検出シ
ステムおよび状態監視システムが利用してもよい、様々な測定ツール（たとえば、測定装
置１０４（図１））と協働することができる。
【００３１】
　図４のインターフェース４００には、より詳細には、各構成要素がユーザ画面４１０上
に現れるように、これらの構成要素の一例示構成が示してある。図３のインターフェース
３００と同様に、インターフェース４００には、資産表示構成要素４０２、障害状態選択
構成要素４０４、資産管理構成要素４０６、および視覚補助表示構成要素４０８が含まれ
得る。この例では、資産表示構成要素４０２は、検査中である資産の概略図の形での資産
表示４１２を含む。障害状態選択構成要素４０４は、複数の障害状態アイコン４１４（ま
たは「アイコン４１４」）を含み、これらにより、一例では、視覚補助表示構成要素４０
８が表示するデータをエンドユーザが変更できるようになる。資産管理構成要素３０６は
、資産ナビゲーションツール４１６を有し、これにより、エンドユーザはユーザインター
フェース４００を誘導し操作することができるようになる。視覚補助表示構成要素４０８
は複数の視覚補助４１８を含み、それらは、ここでは、障害状態アイコン４１４の１つに
対応するデータの様々なプロット４２０として示してある。
【００３２】
　インターフェース３００、４００の各構成要素は、エンドユーザに情報を提示するのに
有用である。本開示ではいくつかの構成要素を説明するが、他の構成要素も、インターフ
ェース３００、４００の機能を改善する特徴を実施することができる。例示的な機能によ
り、エンドユーザは、様々なセンサおよび監視機器を選択するとともに、たとえば様々な
動作パラメータ（たとえば、モータ速度）を選択することにより、資産の動作を修正でき
るようになってもよい。どんな機能でも、１つまたは複数のアイコン、メニュー項目など
、および／またはユーザ画面３１０、４１０に相当する他の視覚的な表示項目を実施でき
る。
【００３３】
　資産表示４１２によって資産の視覚イメージが得られ、これにより、エンドユーザがユ
ーザ画面４１０上で目にするデータにコンテキストを追加してもよい。この例では、箱の
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ような概略図とともに、資産表示４１２はまた、資産の画像、写真、または他の図式的な
表示を含んでもよい。一実施形態では、資産表示４１２は、エンドユーザが、たとえばマ
ウスで選択しクリックすることによって選択することに応答する対話型機能を含む。これ
らの対話型機能を選択することにより、資産についてのさらなる情報を、ユーザ画面４１
０上のポップアップまたは他の補足的なダイアログボックスで示してもよい。たとえば、
モータ、ポンプ、シャフトなどの要素を含む資産について、この対話型機能により、エン
ドユーザは、個々の要素にわたって個々に選択またはスクロールして、その要素に関連す
る情報（たとえば、モデル番号）を表示できるようになる。
【００３４】
　障害状態アイコン４１４用のアイコンは、一例では、試験中の資産にとって一般的な任
意の数の障害状態を表してもよい。図４に示すように、各アイコンには、そのアイコンが
割り当てられる障害状態を表している視覚的な描写（たとえば、写真、テキストなど）が
含まれ得る。この視覚的な表示により、各アイコンを互いに区別することができる。一例
では、各アイコンは、たとえば、エンドユーザがマウスでポインティングし、クリックす
ることによって選択してもよい、選択可能なボタンまたは他の手段を実装する。
【００３５】
　資産ナビゲーションツール４１６は、任意の数の選択可能なメニュー項目を含むことが
でき、このメニュー項目は、監視対称となり得る様々な資産などの情報およびデータを構
成するフォルダツリー（図示する）または他の構造を表示することができる。この例での
フォルダツリーが、資産の様々な要素（たとえば、ポンプ、モータ、シャフト）のリスト
として示してある。各要素のうちの１つを選択することにより、ユーザ画面４１０の内容
を変更してもよく、それにより、各構成要素のうちの１つまたは複数の要素（たとえば、
資産表示構成要素４０２、障害状態選択構成要素４０４など）に、追加の内容および／ま
たは異なる内容を付与する。資産ナビゲーションツール４１６の選択可能なメニュー項目
により、ユーザ画面４１０の内容を変更してもよく、かつ／またはエンドユーザ向けの追
加機能を可能にしてもよい。例示的なメニュー項目により、レポートおよびデータの印刷
、試験中の資産の構成などを可能にしてもよい。
【００３６】
　プロット４２０の例には、図４に示した線グラフ、ならびにデータの視覚的に認識可能
な他のどんな表示（たとえば、バーチャート、円グラフなど）も含まれる。これらのプロ
ット４２０をまとめて、資産での故障および／または障害状態を識別する元になる、広範
囲のデータセットをエンドユーザにもたらす。表示するのに任意の数のプロット４２０が
利用可能であり、視覚補助４１８の一例では、選択された障害状態アイコン４１４が表す
障害状態を示すデータの４つの表示を使用する。
【００３７】
　前述の説明に鑑み、状態監視システムおよびその方法の実施形態により、故障および故
障した構成部品の、保守ならびに診断を改善するための資産診断用のツールを実現するこ
とができる。技術的な効果は、エンドユーザ用のインターフェースに成果をもたらすこと
であり、このインターフェースは、診断する手がかりとなる広範囲のデータのセットおよ
び／またはデータプロットを反映する。
【００３８】
　当業者には理解されるように、本発明の各態様は、システム、方法、またはコンピュー
タプログラム製品として実施してもよい。したがって、本発明の各態様は、もっぱらハー
ドウェアの実施形態、もっぱらソフトウェアの実施形態（ファームウェア、常駐ソフトウ
ェア、マイクロコードなど）、または、本明細書では全て一般に「サービス」、「回路」
、「回路網」、「モジュール」および／もしくは「システム」と呼んでもよい、ソフトウ
ェアとハードウェアの態様を組み合わせた実施形態の形をとってもよい。さらに、本発明
の各態様は、コンピュータ読取り可能なプログラムコードが実装された、１つまたは複数
のコンピュータ読取り可能な媒体に実装されたコンピュータプログラム製品の形をとって
もよい。
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【００３９】
　１つまたは複数のコンピュータ読取り可能な媒体のどんな組合せを利用してもよい。コ
ンピュータ読取り可能な媒体は、コンピュータ読取り可能な信号媒体またはコンピュータ
読取り可能な記憶媒体でもよい。コンピュータ読取り可能な記憶媒体は、たとえば、電子
、磁気、光学、電磁、赤外線、もしくは半導体のシステム、装置、デバイス、またはそれ
らの任意の適切な組合せとすることができるが、それらだけには限定されない。コンピュ
ータ読取り可能な記憶媒体のより具体的な例（非包括的なリスト）には、以下のものが含
まれることになる。すなわち、１本または複数本のワイヤを有する電気接続、ポータブル
コンピュータディスケット、ハードディスク、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読取
り専用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能プログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭまたはフラッシュ
メモリ）、光ファイバ、ポータブルコンパクトディスク読取り専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ
）、光記憶装置、磁気記憶装置、またはそれらの任意の組合せである。この文書の文脈に
おいては、コンピュータ読取り可能な記憶媒体は、命令実行のシステム、装置、もしくは
デバイスによって、またはそれらとともに使用するためのプログラムを、包含または記憶
することができる任意の有形媒体でもよい。
【００４０】
　コンピュータ読取り可能な媒体に実装されたプログラムコードおよび／または実行可能
な命令は、任意の適切な媒体を使用して伝送してもよく、それらの媒体には、無線、有線
、光ファイバケーブル、ＲＦなど、またはそれらの任意の適切な組合せが含まれるが、そ
れらには限定されない。
【００４１】
　本発明の態様向けの動作を実行するためのコンピュータプログラムコードは、１つまた
は複数のプログラミング言語の任意の組合せで書いてもよく、それらの言語には、Ｊａｖ
ａ（登録商標）、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ、Ｃ＋＋などのオブジェクト指向のプログラミング
言語、および、「Ｃ」プログラミング言語または同様のプログラミング言語など、従来の
手続き型プログラミング言語が含まれる。プログラムコードは、全てをユーザのコンピュ
ータ（装置）上で実行してもよく、部分的にスタンドアロンのソフトウェアパッケージと
してユーザのコンピュータで実行してもよく、部分的にユーザのコンピュータ上、および
部分的に遠隔コンピュータ上で実行してもよく、または全てを遠隔コンピュータもしくは
遠隔サーバ上で実行してもよい。後者の状況では、遠隔コンピュータは、ローカルエリア
ネットワーク（ＬＡＮ）もしくは広域ネットワーク（ＷＡＮ）を含め、任意のタイプのネ
ットワークを介してユーザのコンピュータに接続してもよく、または外部コンピュータに
（たとえば、インターネットサービスプロバイダを使用してインターネットを介して）接
続してもよい。
【００４２】
　本発明の各実施形態による、方法、装置（システム）、およびコンピュータプログラム
製品の流れ図および／またはブロック図を参照して、本発明の各態様を本明細書において
述べている。流れ図および／またはブロック図の各ブロック、ならびに流れ図および／ま
たはブロック図での各ブロックの組合せは、コンピュータプログラム命令によって実施で
きることが理解されよう。これらのコンピュータプログラム命令が、汎用コンピュータ、
特殊目的のコンピュータ、または他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサに送
られてマシンを生成し、その結果、コンピュータまたは他のプログラム可能なデータ処理
装置のプロセッサを用いて実行される命令が、流れ図および／またはブロック図の１つも
しくは複数のブロックで指定された機能／動作を実施するための手段を生成する。
【００４３】
　これらのコンピュータプログラム命令はまた、コンピュータ、他のプログラム可能なデ
ータ処理装置、または特定のやり方で機能する他の装置に指示を与えることのできるコン
ピュータ読取り可能な媒体に記憶することができ、その結果、コンピュータ読取り可能な
媒体に記憶された命令は、流れ図および／またはブロック図の１つもしくは複数のブロッ
クで指定された機能／動作を実施する命令を含む製品を生成する。
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【００４４】
　コンピュータプログラム命令はまた、コンピュータ、他のプログラム可能なデータ処理
装置、または他の装置にロードして、コンピュータ、他のプログラム可能な装置、または
他の装置で一連の動作ステップを実行して、コンピュータに実装されたプロセスを生成し
てもよく、その結果、コンピュータ、または他のプログラム可能な装置上で実行される命
令が、流れ図および／またはブロック図の１つもしくは複数のブロックで指定された機能
／動作を実施するためのプロセスを提供する。
【００４５】
　本明細書では、単数形および用語「ａ」または「ａｎ」を前置して説明する要素または
機能は、明瞭に排除すると述べられていない限り、複数の前記要素または機能を排除しな
いものと理解すべきである。さらに、特許請求される本発明の「一実施形態」と言及して
いても、やはり説明した特徴を組み込む追加の実施形態の存在を排除するものと解釈すべ
きではない。
【００４６】
　記載されたこの説明では、最良の形態を含め、本発明を開示するためのいくつかの例を
使用し、また、任意の装置またはシステムを作製し、使用し、組み込まれた任意の方法を
実行するステップを含め、当業者が本発明を実施できるようにするためのいくつかの例を
使用する。本発明の特許性のある範囲は、特許請求の範囲によって定義され、当業者が思
いつく他の例を含んでもよい。このような他の例は、特許請求の範囲の記載内容と異なら
ない構造要素を有する場合、または特許請求の範囲の記載内容との差が重要でない等価な
構造要素を含む場合には、特許請求の範囲に記載の範囲に存在するものである。
【符号の説明】
【００４７】
　１００　状態監視システム
　１０２　資産
　１０４　測定装置
　１０６　センサ
　１０８　第１のセンサ
　１１０　第２のセンサ
　１１２　第３のセンサ
　１１４　第４のセンサ
　１１６　データ処理ユニット
　１１８　リポジトリ
　１２０　コンピューティング装置
　１２２　インターフェース
　１２４　ネットワークシステム
　１２６　外部装置
　１２８　ネットワーク
　２００　方法
　２０２　ブロック
　２０４　ブロック
　２０６　ブロック
　３００　インターフェース
　３０２　資産表示構成要素
　３０４　障害状態選択構成要素
　３０６　資産管理構成要素
　３０８　視覚補助表示構成要素
　３１０　ユーザ画面
　４００　ユーザインターフェース
　４０２　資産表示構成要素
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　４０４　障害状態選択構成要素
　４０６　資産管理構成要素
　４０８　視覚補助表示構成要素
　４１０　ユーザ画面
　４１２　資産表示
　４１４　障害状態アイコン
　４１６　資産ナビゲーションツール
　４１８　視覚補助
　４２０　プロット

【図１】
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【図２】
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【図３】
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